
問い合わせ先：生活環境課　環境グループ　☎８２－２２６５

※有害ごみとは
　ごみの回収や処理のときに危険なものを分けて回収するための分別です。有害ごみに分別する
ことにより収集車の中でつぶれたりして発火する危険がなくなります。協力をお願いします。

境

　収集日と回数が変更になりました。詳細は３月号折り込みのごみカレンダーで確認してください。
町ホームページにも掲載していますので参照してください。

　充電式を含む電池類およびライター類は、全て「有害ごみ」になります。収集日に中身の見える袋
に入れて、袋に『有害』と書いて出してください。ライターの燃料は使い切ってください。

４月からごみの収集日と分別が変わります
収集

分別
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生活環境課　町民生活グループ
町消費生活センター　☎８２―２２６５


